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はじめに 

 

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（以下「外来生

物法」という。）は、法に基づき指定される「特定外来生物」による生態系等に係

る被害を防止し、生物多様性の確保、人の生命および身体の保護並びに農林水産業

の健全な発展に寄与することを目的としており、平成 17（2005）年６月から施行

されています。 

外来生物法では、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、または生じる

おそれがある場合において、被害の発生を防止するため必要があるときは、外来生

物法の主務大臣等が防除の方法等に係る公示を行った上で防除を行うことになっ

ています。また、地方公共団体または民間団体等が行う防除についても、防除実施

計画が防除の公示に適合する旨の確認又は認定を主務大臣から受けることができ

るようになっています。 

平成 17（2005）年に特定外来生物に指定されたオオクチバス・コクチバス・ブ

ルーギル（以下「オオクチバス等」という。「オオクチバス」には「フロリダバス」

を含む。）は、全国的に分布し、生態系や農林水産業に被害を及ぼしており、これ

を受け、全国各地で防除が実施されています。 

環境省では、平成 17（2005）年度以降、絶滅のおそれのある水生生物の生息地

や保護地域等に指定されている水域を中心として、伊豆沼・内沼（宮城県）、羽
はん

田
だ

沼

（栃木県）、片野鴨池（石川県）、犬山市内のため池群（愛知県）、琵琶湖内湖（滋

賀県）および藺
い

牟田
む た

池（鹿児島県）等をモデル事業地として選定し、環境省の地方

環境事務所が、地方公共団体、関係団体等と連携して、オオクチバス等の防除モデ

ル事業を実施してきました（http://www.env.go.jp/nature/intro/4control/bojokankyo.html）。 

 

本書は、これまでのさまざまな防除の取組みを通じて得られた知見や最新の科学

的知見を踏まえてとりまとめたもので、下記の内容となっています。 

各地域で実施されているさまざまな主体による防除の取組みにおいて、すでに公

開されているさまざまな防除マニュアルとあわせて、本書を活用していただければ

幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、改訂版の作成にあたっては、主に平成 24 年度オオクチバス等防除モデル事業の検証

検討会での検証結果を踏まえた修正を行った（平成 26年 3月）。 

＜効果的な防除に向けた考え方＞ 
各地で実施されている防除を効果的・効率的に進める際の参考となるように、専門家や関

係者の意見を参考に、目標の設定や防除実施計画の策定にあたっての考え方についてとり

まとめています。 
＜参考資料＞ 
防除の各手法の特徴や計画策定にあたって参考になると思われる情報を収録しています。 
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１．計画的な防除の必要性                                          

 

平成 17（2005）年に特定外来生物に指定された北アメリカ原産のオオクチバス・コ

クチバス・ブルーギル（参考資料１）については、水域生態系や水産業への被害を低

減するため、自治体の条例等による利用規制が行われるとともに（参考資料３）、全国

の 300 以上の水域でさまざまな主体による防除*が行われてきました（参考資料４）。 
 
*ここで「防除」とは、被害を低減するために行う活動のことで、個体を取り除く「駆除」の他にも分布拡大・侵入

防止、密放流の監視、モニタリング、一般への普及啓発等のさまざまな取組みが含まれます。 

 

何らかの防除が行われている水域のうち、約 10％の水域においては、侵入初期の段

階での早期の捕獲、水抜きによる全個体の駆除、あるいは毎年の集中的な捕獲によっ

て、オオクチバス等の駆除や低密度管理に成功しており（参考資料４）、このような水

域では絶滅危惧種や水産有用種の個体数が回復するなどの良いきざしが見えつつあり

ます。一方で、残りの約 90％の水域では、防除後にオオクチバス等による被害が低減

したことが確認されていない、あるいは低減したかどうかについて十分に調べられて

いないのが実状です。 

オオクチバス等は侵入先において短期間で著しく個体数を増加させることがあるた

め、生息個体を大量に捕獲できたとしても、わずかでも捕り残した個体があれば、再

び個体数を盛り返してしまうことがあります。また、地域によってオオクチバス等の

生息状況や被害実態、防除を取り巻く社会的・経済的状況にも差異があります。その

ため、各地域で効果的な防除を推進するためには、地域ごとにオオクチバス等の生息

状況や被害実態等を把握し、水域の特性や地域の実状に即した計画的な防除を行うこ

とが必要です。 

本章では、地域におけるオオクチバス等の計画的な防除の進め方について整理して

います。すでに公開されているさまざまな防除マニュアル（表１-１、表１-２）とあ

わせて、地域でオオクチバス等の防除を行う際にご活用ください。 
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a) 河川、湖沼 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

b) 湖沼、河川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

c) 湖沼、河川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

d) 湖沼、河川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

e) 河川 ○ ○ ○ ○ ○ ○

f) 湖沼、河川、溜池 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

g) 湖沼 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

h) 湖沼、河川、溜池 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

i) 湖沼、河川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

j) 湖沼 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

k) 湖沼 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他

防
除
マ
ニ
ュ
ア
ル

対象水域

対象種 個体数低減化 繁殖抑制

各防除マニュアル a)～k）の題目等は表１－２を参照 

表１-１．すでに公開されている防除マニュアル等での対象水域、対象種、駆除手法等の一覧 
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表１-２．オオクチバス等の防除マニュアル等の文献リスト 

a) 
「河川における外来魚対策の事例集」 

国土交通省河川環境課. 2013. 

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kankyo/gairai/jirei.html 

b) 
「市民による水辺の生き物・生態系を守るためのブラックバス類（オオクチバ

ス・コクチバス）・ブルーギル防除ガイドブック」 

全国ブラックバス防除市民ネットワーク. 2009. 東京. 96pp. 

c) 
「河川における外来種対策の考え方とその事例」 

外来種影響・対策研究会. 2009. 財団法人リバーフロント整備センター, 314pp. 

d) 
「外来魚駆除のてびき（外来魚駆除調査のまとめ）」 

石川県水産総合センター. 2008. 

http://www.pref.ishikawa.jp/suisan/center/naisuimen/tebiki.pdf 

e) 
「外来魚駆除マニュアル（河川版）」 

福島県水産試験場. 2008. 

http://www.pref.fukushima.jp/naisuimen-shiken/bassstopmanyual.pdf 

f) 
「ブラックバス等外来魚駆除ハンドブック（改訂版）」 

岩手県農林水産部水産振興課. 2007. 

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=696&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=64&p
np=592&pnp=696&cd=6599 

g) 
「ブルーギル駆除マニュアル」 

水産庁・全国内水面漁業協同組合連合会. 2007. 

h) 
「害魚ブラックバス駆除実践ハンドブック」 

全国内水面漁業協同組合連合会. 2007. 

http://www.naisuimen.or.jp/bass/bass-handbook.pdf 

i) 
「ブラックバス駆除マニュアル（暫定版）」 

新潟県水産試験場. 2006.  

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/ExtermManualProvis,0.pdf 

j) 
「ブラックバス駆除マニュアル～伊豆沼方式オオクチバス駆除の実際～」 

環境省東北地方環境事務所・宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団. 2006. 

http://tohoku.env.go.jp/wildlife/mat/bass/ 

k) 
「外来魚コクチバスの生態学的研究及び繁殖抑制技術の開発」 

水産総合研究センター. 2003. 農林水産省農林水産技術会議事務局, 121pp. 

http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/contents/JASI/pdf/digicon/seika/s
eika417.pdf 
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２．防除実施計画の策定と実施の手順                 

 

以下に、水域の特性、地域における規制、社会的・経済的状況等に即した防除実施

計画を立て、それを実施する際に有効と考えられる手順を示します。 

それぞれのステップの解説については、次項に解説します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防除実施計画の策定 P. 6 

 

（２－２）現況把握のための調査 P. 8 

 
（２－３）防除を行う水域の設定 P. 8 

（２－４）生息状況・水域特性等に即した目標の設定 P. 10 

（２－５）計画期間の設定 P. 12 

 

防除手法の選択と実施  P.12 

 

 

防除の「目的」と「目的達成のために必要な活動」の明確化※ 

P. 5 

（２－１）実施体制の整備と関係者との調整 P. 6 

 

他地域の取組との情報共有  P. 15 

１ 

２ 

３ 

５ 

 

防除効果の検証と反映（※検証過程で目的自体を見直す必要も）  P. 14 
４ 

３．計画的な防除のポイント 
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３．計画的な防除のポイント                     

 

前項に示した手順に沿って、計画的で効果的な防除を行うために重要なポイントを、

以下に整理しました。 

 

防除の「目的」と「目的達成のために必要な活動」の明確化    

オオクチバス等の防除が必要とされるとき、それは特定の希少種を保護するためな

のか、ある生態系全体を保全・再生するためなのか、水産業への被害を防止するため

なのか、といった「目的」を明確にすることが重要です。そして、その「目的」を達

成するためには、どのような活動が必要なのかを整理しましょう。その際、注意しな

ければならないことは、必ずしも「オオクチバス等を防除すれば、すべての問題が解

決する」わけではなく、目的を達成するための「手段のひとつ」である場合もあると

いうことです。 

例えば、ある水域の生態系が劣化している原因は、オオクチバス等による影響だけ

の場合もあれば、水質の悪化や生息地の改変など、さまざまな要素が関係している場

合もあります。したがって、①オオクチバス等が生態系劣化の主要因となっている水

域では、オオクチバス等を防除することによって、生態系が劇的に回復することが期

待されますが、②水域生態系を劣化させる要因が複数あり、そのうちのひとつがオオ

クチバス等である水域においては、オオクチバス等を防除するだけではなく、水質改

善、水辺植生の再生、在来種の生息地保全・保護増殖、他の外来生物の防除など、他

の活動も視野に入れることが必要な場合があります（図１－１）。 

オオクチバス等の防除を行おうとする前に、目的は何か、その目的を達成するため

に必要な活動は何か、その中で外来魚の防除はどのような位置づけかということを、

あらかじめ整理しておきましょう。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

水域生態系の 
保全・再生 

図１‐１．水域生態系の保全・再生という目的達成のために必要な活動とは？ 

利水施設の適正管理 

水辺での環境教育 

他の外来生物の防除 
オオクチバス等の防除 

水質改善対策 

里地里山の管理 

水辺の植物帯の復元 

在来生物の生息に適した 
水管理 

在来生物の生息地保全・保護増殖 

在来生物の生息に適した 
護岸への再改修 

１ 
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防除実施計画の策定                     

（２－１）実施体制の整備と関係者との調整 

 

【1．関係者との連携】 

 
効果的な防除を推進するためには、策定した防除実施計画に基づき計画的に事業を

行うことに加え、事業の効果をモニタリングして適宜計画に反映することにより、順

応的に進めていく必要があります。そのためには、防除を実施する水域に関係する地

域のさまざまな機関や人々が参画することが有効な場合があります。必要に応じて、

関係者間の効果的な連携をはかるため、協議会等の場を設定するのが有効です。 
防除の実施主体は、関連する地域計画・事業や規制との調整を図るために、それら

を所管する行政機関にも連絡をとり、連携・協力体制を構築する必要があります。 
また、科学的知見を踏まえた効果的な防除を行うための助言を得るため、地域の大

学、試験研究機関等の研究者や専門家とも連携を図るとよいでしょう。地域に関係す

る分野の研究者や専門家が見つからない場合には、他の地域でオオクチバス等の防除

に関わっている専門家をあたるなど、助言を求める範囲を広げることも検討してみて

ください。 
防除の実施主体が、防除を行おうとする水域や施設の所有者・管理者と異なる場合

には、そうした人々に防除の目的や内容を事前に十分に説明し、合意を得ることが不

可欠です。 
周辺で別の主体による防除が行われている場合や、水系の上下流域で防除主体が

異なる場合等については、役割分担の調整や情報交換を行い、地域全体として効果

的かつ効率的な防除を進めることも重要です。 

 
具体的な関係者としては、地域の行政機関、地域に密着した活動を展開する自然保

護団体、漁業協同組合、農業用水を管理する土地改良区、ダム管理者、土地所有者、

教育機関、大学や博物館の研究者などが考えられます。防除を実施しようとする水域

を日常的に管理・利用する人々に限らず、防除に関心のある人々は広く防除の担い手

として関係者になり得るでしょう。（図１－２）。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

（防除への理解・協力を得る） 

（生息情報の提供や効果的

防除手法のアドバイス） 

オオクチバス等の防除 
生態系の保全・再生 
・漁業被害の防止 

教育機関 地方自治体 個人 
土地所有者や管理人 

関連学会・研究者 
 

自然保護団体 

釣り人・遊漁者 釣り業界 漁協・漁業者 

警察 

国土交通省 

農林水産省 
 

図１‐２．防除に関わる人達 

環境省 

２ 
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こうした関係者と防除実施計画を立てる初期段階から協力することによって、同じ

水域における他の計画（例えば、漁業資源の管理計画、水産魚介類の放流計画、農業

用水の管理計画、河川やダム湖の魚道改修計画、絶滅危惧種の生息地保全や保護増殖

計画、水辺植生の管理計画、湖沼の水質改善計画、治水・利水計画、導水計画、環境

教育計画など）との連携を検討することができます（図１－３）。 

関係者が多様であることから、各関係者の意見が異なるために、合意形成に多大な

労力を要することがあるかもしれません。しかし、そのような論議を経て策定された

防除実施計画については、その実効性が期待されます。必要に応じて勉強会を開催す

るなど、情報や知識を共有し、関係者間でオオクチバス等の防除について共通認識を

持つことが大切です。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
【2．持続的な実施体制】 

 
オオクチバス等の防除を成功させるためには、事業実施体制を整えることがカギ

であり、特に継続的な防除が必要な場合には、その地域に防除活動の中心となる組

織が必要となります。その際、行政機関等の事業費だけに依存しない持続可能な防

除実施体制について検討することも必要です。 
また、国や地方自治体が計画する防除事業では、事業を請け負った業者などが、

オオクチバス等の防除に関する知識や経験が豊富でない場合もあり得ます。このよ

うな事態を避けるため、仕様書の記述や発注方法を十分検討するとともに、必要な

場合は、事業実施の各段階で適切な助言を仰ぐために、防除の知識や経験の豊富な

専門家や地域の実状に詳しい有識者にアドバイザーとして参画してもらうなどの工

夫が必要です。特に、オオクチバス等の防除においては、繁殖期（春季）における繁

殖抑制が効果的な防除を行うために重要であることから、この時期に防除を実施で

きるように、事業の発注時期も十分に検討する必要があります。 

図１‐３．防除実施計画と関連する計画の例 

漁業資源の管理計画 
水産種苗の放流計画 

河川やダム、 
魚道の改修計画 

自然再生事業の計画 

水辺植生の 
管理計画 

河川や湖沼の 
水質改善計画 

観光産業の推進計画 
 

治水・利水計画 

オオクチバス等の 
防除実施計画 

絶滅危惧種の生息地保全 
や保護増殖の計画 
 

教育プログラム 
の策定 

湖沼、河川、水田 
などの水管理計画 
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（２－２）現況把握のための調査 

防除において、客観的に効果の検証を進めるために、具体的な検証方法を開発・検討し、

提示・公開する必要があります。そのために、計画の策定の際には、あらかじめ防除を実

施する水域とその周辺において、オオクチバス等の生息状況や被害実態を定量的に把握す

るための調査（個体数推定調査、単位努力量当たり漁獲量（CPUE）等）をすることが必

要です。併せて、それらを取り巻く社会経済的状況について現況把握を行います。具体的

には、研究調査に関する資料・報告書、漁獲統計、ホームページ等からの既存の知見の収

集、行政機関や地元漁協、専門家等へのヒアリング、補足的な現地調査などを行います。

事前にオオクチバス等の生息状況を把握しておくことは、防除の目標設定や効果的な防除

手法を選定する際に役立つだけでなく、防除後の効果を検証する際の指標としても重要で

す。 
 生態系の劣化や漁業資源の枯渇の原因は、オオクチバス等だけでなく、その他の外来種、

水質の悪化、人口護岸化、水辺の植生帯の減少など複数の要因が関わっている可能性があ

ることから、これらの要因についての情報も収集・分析します。また、関係者が関連事業

を行っている場合は、それらと連携していくことも視野に入れ、関連する情報も収集しま

す。 
 調査の結果、事前に十分な情報や知見が得られない場合も少なくないことでしょう。し

かし、そのような場合であっても、防除の実施段階で次々と得られる知見やデータを参考

にして、事業の内容を順応的に対応させながら、防除を進めることが大切です。 
 なお、在来魚の生息状況については、オオクチバス等の防除による効果を検証する指標

として、併せて調査することが有効です。このように、効果の検証をするには、防除対象

の種の調査だけではないことを認識しておきましょう。 
 

（２－３）防除を行う水域の設定（Ｐ１６の４．以降に詳説） 

わが国の水域生態系を保全する観点からは、究極的には、すべての水域からオオク

チバス等を根絶することが理想です。しかし、全国各地の広い範囲に分布を拡げてし

まったオオクチバス等のすべてを駆除することは容易ではありません。このような中

で、水域生態系の保全・再生などの目的を達成するためには、限りある資金、労力、

時間を優先度に応じて割り当てることが重要です。 
こうした観点から、各地域の取組みにおいても、地域内の多くの水域の中から、優

先的に防除を行うべき水域はどこであるかを特定し、水域の特性と地域の実状を踏ま

えた計画的な防除を推進していくことが効果的といえます。 

防除の優先度が高い水域としては、以下の３つが考えられます。 

 

 

 

 

 

①生物多様性保全の観点から重要な水域 

②水産資源保護の視点から重要な水域 

③侵入・分布拡大防止の観点から防除が必要な水域 
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防除の優先度が高い水域を選定したら、効果的な防除を行うために、さらにいくつ

かの水域に区分して作業を行う必要性を検討しましょう。たとえば、２つのため池が

水路でつながった水域（片方の池はオオクチバスの生息密度が高く、もう片方は生息

密度が低い）を考えてみましょう。水域を区切ることなく水域全体で防除を進めるよ

り、水路間に網を設置するなどして２つの区域に分け、オオクチバス等の移動を阻止

した上で、生息数の少ない池では早期根絶を、もう片方では個体数の低減を目指すほ

うが、効果的な場合もあると考えられます。 

防除を行う区域の設定方法は、防除の成否に大きく関係しますので、詳細について

は、「４．防除を行う水域の設定にあたっての考え方」で解説します。 

なお、ここでは、地域においてオオクチバス等による被害を効果的に低減するため

に、防除の優先度の高い水域として①生物多様性保全の観点から重要な地域、②水産

資源保護の観点から重要な水域、③侵入・分布拡大防止の観点から防除が必要な水域

を例として、防除を行う水域の設定について説明しています。これらの水域の条件に

必ずしも当てはまらなくても、地域住民の合意によって防除が望まれている水域、防

除の取組みが社会的啓発につながる水域、効果的・効率的に防除が実施できる水域な

どは防除の対象として重要であることは言うまでもありません。 
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（２－４）生息状況・水域特性等に即した目標の設定 

 

【1．早期対応、侵入・分布拡大の防止】 

 

一般的に、侵略的な外来生物が自然生態系に侵入すると、一定の時間と過程を経て

増殖します。そのパターンは、防除の観点から、侵入防止期、根絶可能期(根絶あるい

は封じ込めが推奨されている段階)、効果的制御には大きなコストを要する時期に区分

できます（図１－４）。 

効果的制御に大きなコストを要する時期に入ってしまうと、個体数を低減すること

さえ難しくなります。したがって、早期発見、早期防除が効果的であり、増殖が進ん

でから対策をとるのに比べて、大幅に労力と費用を抑えることができます。 

同様に、まだオオクチバス等の生息が確認されていない水域への侵入防止を行うこ

とは、侵入・定着（生物が新しい生息地で自然繁殖し、個体群を維持できるようにな

った状態）後に根絶することよりもずっと効率的です。各地域には、オオクチバス等

がまだ侵入していない水域が残されている場合もあります。そうした保全の優先度の

高い水域については、その周辺におけるオオクチバス等の生息水域の分布状況を把握

しておくことが、侵入・分布拡大の防止を図るうえで有効だと考えられます。 

北海道の湖沼や栃木県の中禅寺湖では、オオクチバス等を早期に発見して集中的に

駆除し、水域からの根絶を達成しています。これは早期対応の重要性を理解し、迅速

な対応をとった結果、オオクチバス等の定着とそれがもたらす困難な状況を未然に防

ぐことができた例だといえます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１‐４．侵略的な外来生物の増殖パターン(Hobbs & Humphries 1995 を改変） 
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すでに全国各地の水域においてオオクチバス等の防除が実施されていますが、現時点

で根絶に成功しているのは、侵入初期に発見して駆除した場合、水を抜いて全個体を捕

獲した場合、あるいは閉鎖水域で電気ショッカー等により集中的に捕獲した場合に限ら

れます。このため、現状では、侵入初期でまだ定着には至っていない水域や、水抜きに

よる駆除が実施可能な水域、集中的な捕獲が可能な閉鎖水域などにおいて、根絶による

被害の解消を目標として設定することが適当です。 

 

 

オオクチバス等が未侵入の水域については、侵入後の対策より、侵入の未然防止が効

率的です。具体的には、水域を隔離するために網を設置するといった物理的対策の他、

非意図的な侵入や密放流を早期発見し、迅速に関係者に通報する体制の構築などが考え

られます。また、すでにオオクチバス等が侵入・定着している水域については、他水域

への拡散源となり得るため、上記①または②の目標に加え、未侵入水域への分布拡大防

止を目標に掲げることを検討する必要があります。 

 

①の目標設定が困難な水域においては、オオクチバス等の生息密度を低密度に管理す

ることにより被害の低減を図ることを、当面の目標とするのがよいでしょう。 

【2．目標の設定】 

 
上述のとおり、オオクチバス等の侵入・定着の段階によって、それらの根絶のしや

すさは異なってきます。さらに、オオクチバス等は、天然湖沼、ダム湖、農業用のた

め池や水路、公園等の池、濠など、実に多様な水域環境に生息しており、それぞれの

生息水域に特有の水質や水の流れ、水位の変動、底質、水深、水中および周辺の植生、

護岸等の環境特性に応じて、オオクチバス等の生息状況や被害の現れ方は異なってき

ます。 

優先的に防除を行う水域を選定したら、以下のように、オオクチバス等の侵入・定

着状況、被害実態や水域特性に応じて、①水域からの根絶による被害の解消、②低密

度管理による被害の低減、③侵入または分布拡大の防止、といった目標を設定します。 

将来的には根絶による被害の解消を目指し、短期的には低密度管理による被害の低

減を図るという段階的な目標の設定も考えられます。設定された目標については、防

除の実施状況やモニタリング調査の結果を踏まえ、柔軟に見直しを行うとよいでしょ

う。 

 

 

 

①  根絶による被害の解消  

 

② 低密度管理による被害の低減 

 

③ 侵入または分布拡大の防止 

③  
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（２－５）計画期間の設定 

防除目標の達成状況の評価が可能となるよう、適切な計画期間を設定します。計

画期間が終了する前に、目標の達成状況を評価し、その結果を踏まえて計画の存廃、

期間の延長や内容の見直しの必要性を検討します。また、計画期間中であっても、

オオクチバス等の生息状況等に大きな変動が生じた場合など、必要に応じて計画期

間の短縮、延長、内容の変更等を検討することが必要です。 

 

防除手法の選択と実施                    

防除を行う水域の特性、オオクチバス等の生息状況や生態、防除実施時期、地域の

社会的経済的状況などを踏まえて、各種防除マニュアル（表１－１）や（参考資料５）

も参考に、適切な手法を選択します。一種類の手法を用いるだけでなく、複数の手法

を組み合わせて防除を行うことにより、より効果的・効率的な防除を行うことができ

ます。 

 

水域特性に即した防除手法の組み合わせ例については、各種防除マニュアル等にも

示されており、実際に複数の地域で効果を発揮していますが、水域特性等が全く同じ

地域はなく、そのまま採用しても必ずしもうまくいくとは限りません。例えば、宮城

県伊豆沼で開発された人工産卵床（産着卵回収装置）は、伊豆沼のようにオオクチバ

ス等の産卵適地（水深の浅い砂礫底）がほとんどない水域に設置すると効果を発揮し

ますが、産卵適地が普通にまたは多く見られるような水域の場合には十分な効果が得

られない可能性があります。このため、各防除手法の採用に当たっては、さまざまな

水域での事例に通じた専門家等からアドバイスを得ることも大切です。 

 
また、水域特性に応じて適切と考えられる防除手法であっても、それぞれの手法に

は、実施に当たって必要な留意点があり、それを怠るとせっかくの努力が防除にとっ

て逆効果をもたらすことにもなりかねません。例えば、人工産卵床を設置した場合に

は数日に１回の頻度で見回り、卵を処分する必要がありますが、それを怠ると産み着

けられた卵が孵化してしまい、かえってオオクチバス等を増殖させることになってし

侵入・定着状況 水域特性  目標 防除手段 

侵入初期、 

個体数が少ない 

水抜きが可能、ため池など周

辺水域と連続性が低い、面積

が小さい 等 

 ①根絶 

③分布拡大防止 

 

目標に応じ、 

駆除、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、 

逸出（侵入)防止、

密放流の監視、 

普及啓発等の適切

な組み合わせ 

定着後長期間経

過、個体数が多い 

河川など周辺水域との連続

性が高い、面積が大きい 等 

 ②低密度管理 

③分布拡大防止 

未侵入   ③侵入防止 

３ 
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まいます。また、池干しで水抜きをする際に、オオクチバス等の拡散防止のために、

池の流出口や下流側の水路にオオクチバス等の流出防止ネットを張りますが、それが

ゴミ等で目詰まりしたり、破損したりして、オオクチバス等が流出してしまう失敗例

も知られています。 

 

市民による防除活動で使用する漁具は、多くの場合入手や取り扱いがしやすいもの

に限られます。そのような漁具で普通に市販されているもののなかにも、セル瓶のよ

うに、多くの都道府県では内水面漁業調整規則で使用が禁止されており、使用に際し

て特別な手続き（特別採捕許可の取得など）が必要なものがあるので注意が必要です。

漁具の種類だけでなく、設置場所や季節などにも制限があります。さらに、漁具の使

用以外にも、防除に必要な各種の行為が法令や規則で制限されている場合があります

ので注意してください。 
 
それぞれの防除手法には、そもそもオオクチバス等の生息を抑制する効果があるわ

けですから、その影響が希少種などの保全対象種にまで及んでしまう可能性について

も十分に考慮し、採用するにあたっては適切な配慮に心がける必要があります。この

ように防除活動を具体的に検討する場合には、必要に応じて行政機関や専門家の協力

を仰ぐことが有効です。 
大規模な池干しや釣り大会など、大勢の一般市民が参加する防除イベントでは、実

施方法の周知徹底が十分には行き渡らないことがあるので、参加者がしてはならない

ことをしないよう見回りの人員を配置するなどの対策をとるようにしましょう。例え

ば、魚の種の同定のための知識が不十分だったり、魚の取り扱いが不慣れだったりす

ることが原因で、保護すべき対象として在来魚を避難させている水槽に、オオクチバ

ス等を誤って入れてしまうといった事態が生じることがあります。また、参加者がオ

オクチバス等を生きたまま持ち帰ろうとする場合もあり、これは外来生物法の規制内

容が十分に認知されていないことが背景にあります。防除の実施主体にとっては常識

的な事柄であっても、一般市民には十分に理解・認識されていないことが数多くある

ことを想定しておく必要があります。 
こうした状況をよく理解した上で、市民主体のイベントに漁業者や専門家による捕

獲作業を組み入れたり、大勢の参加者の意識や知識の向上を図るための講習や講義を

実施することにより、防除活動をより有効なものとすることができるでしょう。 
 
密放流をはじめ人為による分布拡大を未然に防ぐためには、オオクチバス等の関係

者以外の人々に対して、積極的に普及啓発を行うことも重要な防除手法の一つです。

具体的な方法については、（参考資料５）に掲載しています。 
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防除効果の検証と反映                     

【1．順応的な管理】 

 

防除を行うにあたって、注意すべき点は、生物や生態系の反応は予測や期待通りに

はいかない場合が多いということです。例えば、オオクチバス等の防除をきっかけに

オオクチバス等に抑圧されていた他の外来種が増加したり、取り残しがあったために

繁殖力が旺盛なオオクチバス等が再び増えてしまったりするといったことです。水域

の水位、護岸等の環境などが年によって変化する場合には、それらがオオクチバス等

や保全対象となる在来生物の生息状況に影響を与える可能性もあります。 

このため、防除を実施しながら、オオクチバス等や保全対象となる在来生物の生息

状況など防除の効果と影響を把握するためのモニタリングを行い、その結果を踏まえ

て、必要に応じて防除手法をはじめ防除実施計画を見直す姿勢が大切です。駆除の時

期や労力の配分を見直すだけでなく、新たな防除技術を取り入れたり、普及啓発や密

放流の防止など駆除以外の活動も適切に組み合わせ、全体的に最適な計画となるよう

留意します。 
 

【2．防除効果の検証と反映】 

 

上記の順応的な管理の考え方に基づいて防除を実施します。計画期間を通じて防除

実施の前後でオオクチバス等の生息数、在来種とその生息環境（例えば、水質や植生

等）の回復状況をモニタリングし、防除実施により被害がどのくらい低減されたかを

検証することが必要です。こうした防除効果の検証を行うことで、防除の実施時期や

期間、手法、捕獲努力量が適切であったかどうかについて検討を行い、検討の結果に

よっては、効果的かつ効率的な防除となるよう、防除実施計画を見直すことが必要に

なる場合もあるでしょう。 

生息数等をモニタリングするための主な方法としては、単位努力量当たりの漁獲量

（CPUE：Catch Per Unit of Effort）から推定する方法と、標識再捕により推定する

方法があります。CPUE の変化から推定する場合には、オオクチバス等だけでなく、同

時に捕獲されるその他の魚種についても生息数を把握することができるため、防除の

効果を検証する際に有効です。 

モニタリングの期間や場所、方法などについては水域の特性などを勘案し、既存の

知見や専門家の意見を取り入れて設定することが望まれます。 

以下では①オオクチバス等と②在来種に分け、防除効果検証のためのモニタリング

における留意点について記述します。 

 

①オオクチバス等 

オオクチバス等の生息数は、除去法や標識再捕法などにより推定する方法と単位努

力量当たりの漁獲量（CPUE）を求める方法により調べられています。例えば、京都府

の深泥池では標識再捕法、北海道の五稜郭では除去法、宮城県の伊豆沼では試験定置

４ 
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網による CPUE の経年変化から生息数の増減が確認されています。このなかで CPUE に

よる防除効果の検証は最も簡便ですが、定量的な採集方法を用いることが不可欠であ

り、調査の時期や場所なども十分に留意しなくてはなりません。 

また、生息数の変化だけでなく、体長組成や年齢組成、胃内容物組成などの調査結

果も防除効果の検証やその後の計画立案のための資料となります。 
 

②在来種 

最近ではオオクチバス等の防除の実施前後で、魚類を含むさまざまな在来種のモニ

タリングを行っている事例が増えています。オオクチバス等の防除は生物多様性保全

や漁業資源保護を目的として行うので、その効果を検証するうえで在来種のモニタリ

ングは欠かせません。逆に言えば、防除によってオオクチバス等の生息数が激減した

としても、在来生物相が回復しなければ目的を達成したということにはなりません。

在来種のモニタリングでは、種によって適した手法が異なるため、調査時期や場所、

方法について、既存の知見や専門家の意見を取り入れて設定する必要があります。 

 

こうしたモニタリングや防除実施計画の見直しを通じて、成功した事例やうまくい

かなかった事例（なぜうまくいかなかったのか）を知見として蓄積し、それらを踏ま

えてよりよい方法を採用したり、同じ失敗を避けるなど、今後の防除活動に役立てる

ことが大切です。 
なお、防除効果の検証のための評価指標（CPUE、推定個体数）については、「河川

における外来魚対策の事例集（国土交通省河川環境課）」（Ｐ．３参照）で詳しく紹介

されています。 
 

他地域の取組みとの情報共有                      

新たに防除を始めようとする地域や防除が難航している地域の防除主体は、他の地

域の防除事例を参考にしたり、「全国ブラックバス防除市民ネットワーク（通称ノーバ

スネット）」など、市民レベルでのネットワークに相談するなどして、知識や経験の豊

富な団体や個人から助言を得るようにするとよいでしょう。ただし、（３）に記載した

とおり、ある地域で成功した方法をそのまま採用しても、必ずしもうまくいくとは限

らず、地域の特性を踏まえて応用するという姿勢が必要です。 
 
また、各防除主体が自らの防除活動に関する情報を積極的に発信するようになると、

こうした情報が直接的に他地域の活動にとっての参考となるだけでなく、各地で防除

に取り組もうとする気運を高める効果も期待されます。こうした実際の経験に基づく

情報・知識の積み重ねは、防除活動の効果や効率の向上にもつながることでしょう。 
なお、情報の発信にあたっては、絶滅危惧種が生息する場合には、その密漁や乱獲

を招くことのないよう、分布・生息に関する情報の取り扱いには、特別に慎重に配慮

する必要があります。 

５ 
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４．防除を行う水域の設定                      

 

 「３．計画的な防除のポイント」に掲げた事項は、効果的な防除を進めるためにい

ずれも重要ですが、特に、防除を行う水域の設定に関しては防除の成否に大きく関わ

ることなので、ここに詳説します。 

 

（１）防除の優先度の高い水域の考え方 

限られた労力、時間、資金の中で生態系の保全・再生や漁業被害の防止などの目的

を効果的に達成するためには、防除の優先度の高い水域を特定することが重要であり、

そのような水域としては、①生物多様性保全の観点から重要な地域、②水産資源保護

の観点から重要な水域、③侵入・分布拡大防止の観点から防除が必要な水域などが考

えられることは、すでに述べましたが、具体的には以下のような水域です。 

 
 

 

オオクチバス等の捕食等による直接的な被害は、水域間の分散能力が低い、魚類、

昆虫類、甲殻類などに及び、こうした被害の二次的な影響は、魚食性の水鳥類、魚

類に幼生を付着させる二枚貝類などにも及びます（参考資料１）。 

これらのうち、直接的な被害を受けやすい魚類や昆虫類、甲殻類などの生息地に

おける防除の必要性は高いといえます。中でも、全国的に絶滅のおそれのある種（環

境省レッドリスト掲載種など）の生息地、次いで、各地域で絶滅のおそれのある種

（各都道府県版レッドリスト掲載種など）の生息地における防除は優先度が高いと

いえるでしょう。具体的には、被害が顕在化している希少なコイ科魚類、トンボ類、

ゲンゴロウ類などの生息地が挙げられます。 

絶滅のおそれのある種が生息していなくても、地域の特性を示す生物相が比較的

良好な状態で保全されている水域については、防除を行う必要性が高いと考えられ

ます。特に、魚類、甲殻類、昆虫類の固有種が多く生息する水域は防除の優先度が

高いといえます。 

自然公園などの保護区域、国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録された

湿地や環境省が選定した「日本の重要湿地 500」に取り上げられた水域の中には、絶

滅のおそれのある種が生息している、地域の特性を示す生物相が良好な状態で保全さ

れているといった条件を満たしている水域があり、それらは防除の優先度を考える上

で参考となるでしょう。なお、日本の重要湿地 500 に取り上げられた水域の中で、気

温条件や塩分条件などによりオオクチバス等の定着する可能性が想定される水域は

259 ヶ所ありますが、平成 21（2009）年 3 月時点ではそのうちの約 80ヶ所（約 30％）

でオオクチバス等の侵入が確認されています（参考資料２）。 

① 生物多様性保全の観点から重要な水域  
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水産資源の保護のために重要な場所やオオクチバス等による水産資源への被害が認

められる水域は防除の優先度が高いと考えられます。 

具体的には、水産有用種が繁殖や成育のために利用する場所、あるいは水産種苗が

放流される場所などが挙げられます。特に河川のワンド（支川の流入や中洲、堰など

によって形成される河川の湾入部のたまり）は、本流よりも流れがゆるやかで、水生

植物が繁茂したり、湧水があって冬季でも水温が高いといった特徴があり、水産有用

種の繁殖場所や成育場所、避難場所として利用されています。また、湖沼の水辺植生

帯でも多くの水産有用種が繁殖・成育しています。 

なお、内水面漁業の観点から重要な水域やそこでオオクチバス等を防除するための

方法については、水産庁や全国内水面漁業協同組合連合会などが作成した駆除マニュ

アルに詳しく記されています（表１-１）。 

 

 

 

 

３．（２－４）でも述べたとおり、オオクチバス等による未侵入の水系への侵入・分

布拡大を防ぐことができれば、オオクチバス等が定着してしまった後の防除の実施に

比べ、少ない労力と費用で被害を防止することができます。 

したがって、①、②に示した重要な地域に近接し、オオクチバス等の供給源となっ

ている水域では、流出を防止するための網の設置、密放流の監視などにより、新たな

侵入・分布拡大を阻止する必要があります。 

具体的には、より上流域で、より高密度に生息する水域や、頻繁に水の流出入があ

り他の水域への逸出の危険性が高い水域、人による持ち出しが容易な水域などはオオ

クチバス等の供給源になりやすく、防除の優先度が高いと考えられています。 

 

 

（２）防除を行う水域の選定手順 

ここでは、１）防除の必要性の高い水域を特定し、さらに２）防除作業上の単位と

していくつかに区分することにより、実際に防除を行う水域を選定する手順について

説明します。 

以下はあくまで理想的な手順であり、実際は必要な調査データが十分にそろわない

場合も考えられますが、既存の知見や専門家等へのヒアリング結果を十分に活用し、

周辺水域との関係（例えば、他の水域からオオクチバスが供給されている、逆に拡散

源になっている等）も含めた広い視野を持って選定することが重要です。 

② 水産資源保護の観点から重要な水域  

 

③ 侵入・分布拡大防止の観点から防除が必要な水域  
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地域の水系を行政区分に関わらず広い視野で見渡し、 

下記の情報を地図上に表示します。 
 

 

生物多様性保全や水産資源保護等の観

点から重要な水域を把握します。（４．

（１）「防除の優先度の高い水域の考え方」） 

 

オオクチバス等の侵入・定着状況や

被害実態、防除実施状況等を把握し

ます。（「２．（２－２）現況把握のため

の調査」） 

保全上重要な水域の特定 ｵｵｸﾁﾊﾞｽ等の生息・被害等の状況  

１）防除の必要性の高い水域の特定 

 

これらの情報を重ねあわせ、防除の必要性の高い水域を特定します。すなわち、 

 

①保全上重要な水域もしくはオオクチバス等の供給源となるおそれのある水域で、 

②オオクチバス等が生息している、もしくは隣接水域から侵入のおそれがあり、 

③防除が実施されていない水域を含む水域          

が特定されます。 

 

※下の模式図では、「水系 B」の b（ため池群）および「水域 A」の e（湖）が、防除の

必要性が高い水域であると特定できます。 

 

 
 

水系Ａ 

水系Ｂ 

★希少トンボ 

c.すでに防除活動実施中 

a.（周辺水域から独立

したため池） 
保全上重要だが、 
オオクチバス等は侵入

していない。 

★希少魚類 

b.（ため池群） 
保全上重要で、オオクチバ

ス等がすでに侵入、 
もしくは侵入のおそれ。 
 

★希少魚類 

★ 
★ 

★希少魚類 
e.オオクチバス等は侵入している

が、希少種などはいない。 
下流域に希少魚類が生息してお

り、供給源の可能性を考慮。 

d.オオクチバス等は侵入しているが、 
希少種などはいない。 
下流域にも希少魚類は生息していない。 
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このようにして選定された防除対象水域（図 1-5）は、複数の湿地タイプ（河川

中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、こうした区域の設定と、区域に応じた防除方法について、さまざまなケース

を想定した事例は（参考資料６）に示してあります。 

区分した区域ごとに、 

 

・保全対象の詳細な状況 

・被害実態       

・水域の特性（ため池の場合、根絶がしやすい等） 

・オオクチバス等の生息状況（侵入初期か定着して時間が経っているか） 

・上記を踏まえた技術的な実施可能性 

・社会的・経済的な実施可能性（予算内で実施可能な規模、防除の担い手がいるか等） 

 

などを勘案し、実際に防除作業を行う水域を選定します。 

①本川と支川、湖沼、ため池、水路等の位置関係や、オオクチバス等が移動しにく   

いダム、堰、滝などの物理的障壁等の状況、 

②オオクチバスの侵入の可能性などの関係 

などから、防除の目標を設定しながら、効果的に防除が行える区域に区分します。 

 

※下の模式図では区域 i～ⅲに区分できます。 

 
 

防除を行う水域は、オオクチバス等による被害の発生場所よりも広めに設定すること

が理想です。しかし、水が抜けない大規模な天然湖沼や、河川、ダム、ため池などが連

結した一連の水域などにオオクチバス等が定着している場合、限られた予算や労力で水

域全体の防除に一斉に取り組むことは現実的ではありません。このような場合は、実際

の防除作業を行いやすい小規模な水域に区分した上で、区分した区域ごとの防除の目標

を設定しつつ、実際に防除を行う水域を選定することが必要です。 

★ 

★ 
 

★ 
 

 

【周囲との関係・定着状況】： 

…周囲の水域から独立、 
水抜き可能、侵入初期 

    

→【区域 i の防除目標】  

…根絶 

 

【周囲との関係・定着状況】： 

…下流に未侵入の湖あり、すでに定着 
 

→【区域 ii の防除目標】 

…下流の湖への拡散防止、 
駆除による低密度管理 

 

 

【周囲との関係・定着状況】： 

…未侵入、上流に定着した湖あり 
 

→【区域 iii の防除目標】 

…上流からの侵入防止、 
密放流の防止 

 

２）作業しやすい単位への区分、実際に防除を行う水域の選定 
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おわりに  

 

 

今後、地域で水域生態系の保全・再生のためにオオクチバス等の効果的な防除を推

進するためには、 

「１．新たな防除手法の研究・開発」、 

「２．実施体制および連携の強化」、 

「３．防除を推進するための普及啓発」 

を進めることが重要と考えられます。 

 

 

１．新たな防除手法の研究・開発                       

 

これまでにさまざまな防除手法が開発されてきましたが、水が抜けない水域にオオ

クチバス等が定着し増殖した場合には、現状の防除手法だけでは根絶を達成するのは

難しいことがわかっています。また、漁具等を用いた駆除には膨大な労力と時間が必

要であり、省力化の方法を探求することも重要です。さらに、水が抜けない水域で、

オオクチバス等の低密度化に成功したあとに、数少なくなった残りの個体を根絶に向

けてどのように駆除するかという点も、課題として残されています。オオクチバス等

のさらなる分布拡大を防止するために、違法放流を監視するシステムの開発や河川を

通じた拡散を止める方法の開発も必要とされています。 

 

こうした課題に対応するため、各地の防除の過程で、もしくは研究機関等によって、

より効果的な防除手法の開発が進められています。 

例えば、宮城県の伊豆沼では、オオクチバスの繁殖期に雄から採取した胆汁（フェロ

モンを含有）を少しずつ水中に放出する装置を設置し、雌を誘引して刺し網で捕獲す

る方法の開発が進められています。この方法は試験段階では効果的なことが分かって

おり、生息密度が低下したオオクチバスを効率よく捕獲する方法として、実用化の方

向が模索されているところです。この他にも伊豆沼では、ボランティアの活動に過大

な負担がかからないよう見回りの回数を減らすことのできる改良型人工産卵床の開発

にも取り組んでいます。また、河川における外来魚対策の事例集（国土交通省河川環

境課）では、河川環境におけるオオクチバス等の駆除対策の考え方や具体的な手法、

事例がとりまとめられています。この他の地域においても、試験研究機関等により、

これまでに開発された手法の改良や効果的な運用方法の検討などが行われています。 

 

一方、本書で「オオクチバス等」としている外来魚のうち、オオクチバスとコクチ
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バスについてはさまざまな防除手法が開発されていますが、これに比べて、個体数低

減化手法や効果的な繁殖抑制法の開発が進んでいないブルーギルについては、その進

展が必要とされています。また、オオクチバス、ブルーギル、コクチバスの３種は、

生息水域や繁殖生態なども異なることから、防除対象とする種の生活環などを踏まえて、

最も効果的かつ効率的と考えられる手法（表１-１、表１-２、参考資料５参照）の組み

合わせを選定することが重要です。 

 

 

２．事業実施体制の強化と連携の拡大                     

 

「効果的な防除の考え方」で述べたとおり、オオクチバス等の防除を成功させるた

めには、事業実施体制の確保が必要ですが、地域において必ずしもオオクチバス等の

防除の知識や経験が豊富でない場合の対策や、行政機関等の費用だけに依存しない持

続可能な防除実施体制の整備等を検討することが必要です。 
 
また、オオクチバス等は水系を通じて拡散することから、特に河川などによって連

続している水域の防除を考えるにあたっては、どこがオオクチバス等の供給源になっ

ているか等、広域的な視点が必要です。その際、行政区界を超えた多くの人々が自然

環境や漁業資源といった生態系サービスを受けていることを考えると、これら受益者

も広義の「防除の関係者」に含まれる場合もあるでしょう。このような場合には、市

区町村、都道府県あるいはそれらを越えた広域的な対応ができるように、複数の地方

自治体等から構成される協議会の設置などを検討することも必要でしょう。現在のと

ころ、このような行政区界を越えた広域的な防除は、ほとんど実施されていません。 

 

 

３．防除推進のための普及啓発                        

 

全国各地でさまざまな主体によるオオクチバス等の防除の取組み事例がみられます

が、「効果的な防除の考え方」で示したように計画的・戦略的な検討を行う前に、「目

の前のオオクチバス等をともかく駆除している」という事例も少なくないのではない

でしょうか。各地域の実態にあった適切な防除を行われない場合、防除の十分な効果が

出ず被害が減らないうえ、防除の目的を達成することができず、いくら努力しても成果が

得られない場合もあります。オオクチバス等の効果的な防除を推進するため、防除の成

果は、防除実施計画の適否に大きく左右されることを、防除に携わる人々に広く知っ

てもらうことが重要と考えられます。 



おわりに 
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人為による分布拡大を未然に防ぐためには、防除に携わる以外の人々に対する普及

啓発も重要です。全国各地で、実際の防除活動以外にも、「イベントの一環として外来

魚の駆除」を行っている事例があります。こうした外来魚の防除を実際に体験できる

イベントは、防除自体の効果を期待するだけでなく、普段、生き物や自然に関心がな

い人々に対しても、外来魚が自然環境に与える影響や、その防除の意義についての理

解を深めるきっかけになり、普及啓発活動として効果を上げていると考えられます。 

 

また、平成 20（2008）年 3月に改訂された中学校の学習指導要領及び平成 21年（2009）

3 月に改訂された高等学校の学習指導要領では、人と自然との関係を学ぶ中で、外来

種問題も取り上げられることが新たに示され、オオクチバス等の問題を子供たちが学

ぶ機会が整いつつあります。 

海外では、具体的な防除案件に関して、その計画策定と実行、効果と影響のモニタ

リング、計画や防除作業の見直しなどについて公開の場で議論するなど、防除関係者

以外の一般の人々にも防除の取組みを知ってもらう工夫がみられます。 

 

さらに、ある地域の防除の取組みにおける計画策定からモニタリング結果のフィー

ドバックまでの一連の過程に関する公開された情報は、他の地域の防除主体にとって

も大変役に立つものです。各地域の順応的管理に関する情報の発信・共有は、全国各

地のオオクチバス等の防除の取組みをより効果的・効率的なものとするでしょう。 

 

 

以上のように、現時点においてさまざまな課題はあるものの、これまでの各地での

防除の実践や研究によって蓄積された経験や知見を生かし、より効果的に防除を進め

ることは可能です。本書は、このような考え方からとりまとめられたものであり、各

地域の取組みに役立てていただければ幸いです。 
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